
ふくろい駅前キラット保育園 重要事項説明書 

当施設の概要や提供サービスの内容、契約上ご注意いただきたいことを次のとおり説明致します。 
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１ 施設の目的及び運営の方針 

（１） 施設の概要  

        ・ 施設名称：ふくろい駅前キラット保育園 

・ 所在地 ：〒437-0027 袋井市高尾町 26-2 浅羽ビル１階 

・ 施設長 ：園長 森下 雅子 

・ 設置者 ：どまんなか袋井まちづくり株式会社 

・ 住所  ：〒437-0023 袋井市高尾 1129-1 

        

（２） 目的 

児童福祉法に基づいて、乳児の保育事業を行うこと。 

 

（３） 運営方針 

  ＊保育理念 「生きる力の基礎を育む保育を実践します」 

・ 一人一人違った個性をもち、それぞれの個性を発揮しながら、「楽しい」「幸せ」

と感じ、見守られながら未来へ続く子ども達の 「今」を大切に育みます。 

・ 一人一人の違いを互いに知り、認め合いながら「個」を受け入れ、共に育つ保

育園。いつまでも笑顔あふれ、幸せの輪が広がる園でありたいと願い歩みます。 

   ＊保育方針 

    ・ 一人一人の発達に合わせ「個」を大切にした保育を行います。 

・ 心身共に健康で安心して過ごせる環境を整えます。 

・ 働く保護者の視点に立ち、話し合いを深め、協力し共に育て合うことを大切に

します。 

   ＊保育・教育目標 

    ・ いきいきと遊ぶ子ども 

・ 豊かな心をもった子ども 

・ 元気な子ども 

 

２ 教育・保育の内容 

・ 「できた」という達成感を自信につなげ、次に興味をもたせる 

・ 一人一人の成長にあった教育・保育をする 

・ あいさつ、返事のできる子 

 

 

 

 

 



３ 職員の職種、職員数及び職務の内容               Ｒ８．４．１現在 

職種 職務内容 員数 

園長 
教育及び保育の質の確保及び向上を図り、職務の資質の向

上に取り組むと共に、一体的な管理運営を行う。 
1人 

 

副主任保育

教諭 
園長を補佐し、円滑な運営を実施する。 2人  

保育教諭 
教育課程及び保育過程に基づき、園児に教育及び保育を一

体的に実施する。 
4人 

 

 

支援員 早番、中番、遅番と短時間保育に入り、園児に支援する。 3人  

事務員 園の運営管理に必要な事務処理、経理処理を行う。 1人  

栄養士 
園児の栄養管理を行うとともに、保護者への栄養等に関す

る相談・指導を行う。 
2人 

 

 

調理師 園児の給食を調理する。 1人  

 

４ 教育・保育を行う日、及び時間等      

（１）  開所日  平日・土曜日 

（２） 開園時間 7：30 閉園時間 19：00 土曜日の閉園時間 18：30 

  ア 標準時間保育（7：30～18：30） 

延長保育：18：30～閉園時間まで  

※延長料金 30分 300円 

  イ 短時間保育（8：30～16：30） 

延長保育：開園時間～8：30まで、16：30～閉園時間まで 

   ※延長料金 30分ごとに 300円 

   ただし、当園が定める保育時間（11時間）以上の時間において、やむを得ない 

事情により教育・保育時間が必要な場合は、延長保育を提供します。 

（３） 土曜保育について 

  【対象者】 両親ともに就労等で家庭において保育することができない 

  【実施日】 毎週土曜日 

  【時間】  7:30～18:30 

  【申し込み方法】 ・ 利用される月の前月 20日までに申請書を園に提出してく 

ださい。 

・ 申し込みは１か月単位でお願いします。 

・ 利用日を記入のうえ、事業所の証明（両親分）を受けて 

提出して下さい。 

 



【その他】 就労による土曜保育を利用された場合は、保護者の方がお休みの 

平日は、お子さんの体調面を考慮して家庭で過ごすようにしてくだ 

さい。 

  

（４） 休園日 日曜日・祝日、年末年始（12/29～1/3） 

ア ＧＷ、お盆、年末年始の前後、３月年度末には弁当持ちの希望保育日になること 

があります。 

イ 感染症病気の欠席者が拡大したときは感染拡大防止のため、場合により休園に 

なります。 

 

5 保育料等        

（１） 保育料   

袋井市が決定した利用者負担額で請求させていただきます。 

（２） 保育料の支払方法 

  ア 当月分の保育料は、毎月 25日（金融機関が休業日の場合には、翌営業日）に口座 

引き落としとさせていただきます。 

イ 延長保育料は利用された翌日または月末に集金させていただきます。 

※やむを得ず、支払いができない場合は相談に応じます。 

（３） 実費徴収について 

ア 連絡帳 ※使い終わりましたら２冊目を購入していただきます。 

   イ カラー帽子（赤） 

   ウ 誕生カード 

   エ 災害共済給付保険料（日本スポーツ振興センター） 

  オ 保健衛生費 

※上記５点でおおむね 4,000円です。 

※実費での集金を行う場合は、書面にて事前に保護者様にお知らせします。 

 

６ 利用定員 

・ ０歳児…５名  

・ １歳児…７名  

・ ２歳児…７名 

※０歳児は生後６か月程度から 

 

 

 

 



７ 利用開始及び終了に関する事項 

（１） 利用開始 

袋井市の行った利用調整により、当園の利用が決定されたときは、これに応じます。

当園の利用にあたり必要事項を記載した書面により、当該の子ども支給認定と保護

者とその内容を確認の上、利用契約を結びます。 

※尚、変更事項がありましたらすみやかに御連絡下さい。（住所、勤務先、妊娠 等） 

 

（２） 終了に関すること 

次のいずれかに該当するときは、教育・保育の提供を終了するものとします。 

ア 支給認定保護者から当園の利用を取り消しの申し出があったとき。 

イ 当園が、当園の利用継続が不可能であると認めたとき。 

ウ その他、利用継続において重大な支障又は困難が生じたとき。 

 

８ 緊急時における対応方法及び非常災害対策 

 ※以下別紙資料①～③をご参照ください。 

①悪天候（台風、集中豪雨等）時の園児受入れについて 

②保育中におけるトラブルによる「事故・けが」の対応について 

③緊急連絡先通報系統図 

 

９ 要望・相談の受付         

（１） 担  当  園長 森下 雅子 

（２） 受付方法  意見箱又は口頭  

   ※別紙資料④苦情に関することをご参照ください。 

ご意見・ご質問等ありましたら下記までご連絡ください。 

ふくろい駅前キラット保育園 

園長 森下 雅子 

TEL ：0538－31－2911 

 

10 保険に関する事 ・・・保育中の怪我の場合、医療費の一部が補償されます。 

（１）加入保険の種類 

ア 総合保険、賠償責任保険(あいおいニッセイ同和損害保険会社) 

・ 加入保険の内容 

    保険の種類 施設所有管理者賠償責任保険・生産物賠償責任保険 

・ 保険金額（限度額） 

    身体賠償１名３千万円・１事故３億円 / 財物賠償１事故 100万円 

・ 保険料は会社が負担します。 



イ 独立行政法人日本スポーツ振興センター「災害共済給付制度」任意加入 

・ 共済掛金 300円（自己負担） 

・ 園内外のけが、園で提供した食物によるＯ-157等の食中毒、熱中症等 

・ 登園中、降園中のけがも該当します。      

 

11 袋井市乳児等通園支援事業（こども誰でも通園制度）に関する事項 

（１） 実費負担額 

ア 利用料 こども一人１時間あたり 300円 

イ おやつ代 １回あたり 30円 

（２） キャンセルの取り扱いについて 

袋井市乳児等通園支援事業キャンセルポリシーに準ずる 

 

12 守秘義務及び個人情報取り扱いに関する事項・個人情報使用同意書  

個人情報は、当園が定める個人情報に関する基本方針に基づき取り扱います。 

個人情報の提供は、法令に基づき第三者に対し、個人情報の提供をすること又は使用す

ることがあります。 

ア 緊急を要するとき 

   緊急時において、病院その他、関係機関に対し、必要な情報提供を行うことがありま 

す。 

イ 保育の提供にあたり、県・市町村に対して報告が必要なとき保育を提供するにあた

り、知り得た個人情報の内、法令等に基づき支給認定を行った市町村に対し報告等が

必要なときは、情報提供を行います。 

  ウ 防犯カメラ 園内でのトラブル確認、園内研修に使用することもあります。 

 

13 連携園・協力園のご案内 

以下の幼稚園と、連携または協力の協定を結んでいます。 

【連携園】 

  袋井西幼稚園 

   〒437-0064 静岡県袋井市川井 568−１ 

   TEL：0538-42-7647 

 

  【協力園】 

   学校法人山名学園 山名幼稚園 

   〒437-0024 静岡県袋井市三門町８−１ 

   TEL：0538-42-3312 

 



資料① 悪天候（台風、集中豪雨等）時の園児受け入れについて 

１ 悪天候時に備えて 

地域の状況に踏まえた、大雨洪水暴風警報等の発令下における具体的な行動基準を以下

のように定め、悪天候における園児の受け入れ方等について明確にします。 

２ 悪天候時の園児の受け入れについて 

（１） 園に被害もしくはその恐れがなく、安全に園児を受け入れられることができる場

合において以下の通りの対応とします。 

（２） 悪天候時の園児の受け入れは、原則として、入所園児とします。 

３ 悪天候時の園の対応について 

（１） 悪天候時においても、園の建物・設備の安全が確保されると園長が判断する場合 

には、通常同様の保育体制を取り、園児の受け入れを行います。 

（２） 登園・降園の時間については、保護者・地域の状況をふまえ、通常の保育時間を短

縮又は延長する等、柔軟な対応をとることとします。 

（３） 「園児が安全に登園、降園できる」かの判断については、保護者の裁量によること

とします。 

（４） 以下の場合は休園とする。（休園指示及び連絡） 

ア 園が被害（浸水等）を受け、又は被害を受けると予想されることにより、園児の受

け入れに危険があると、当該園長と副主任が協議の上判断した場合 

イ 「休園」と判断した場合は、次の措置を講じることとします。 

（ア） 「休園」は当日午前 6時半までに指示をします。 

（イ） 「休園決定」が出た場合は、公式ラインにより各保護者に午前 7時までに伝

達完了することとします。 

（ウ） 当該園長及び副主任は、速やかに被害状況を確認、運営会社に報告すること

とします。 

（５） 前項イ 休園の措置（ア）、（イ）、（ウ）について、事前に保護者に周知徹底し、特

別なことのない限り、園へ電話を掛けることのない様に指示し、電話回線を確保して

おくこととします。 

（６） 園長は、子どもの命を預かっているという、園管理としての重い責任を自覚し、速

やかに出勤し、状況の把握に努めるなど、最大限の努力をすることとします。 

 

資料② 保育中におけるトラブルによる「事故・けが」の対応について  

保育中に発生した「事故・けが」の保護者の皆様への連絡・報告について  

１ 「事故・けが」が発生した場合、園長・副主任または関連する職員より事故の発生 

況を報告させていただきます。 

また、けがの状況等により、保護者の方に医師への受診の了承・確認をさせていただ

く場合があります。         



２ 「かみつき」や「友だち同士のけんか」等、園児同士のトラブルによる「事故・けが」

については、下記の理由で相手の園児名は報告しない対応をさせいただきます。 

（１） 園としましても「事故・けが」のないように全職員で日々の保育において、未然

に防ぐ対応はしておりますが、自分の意思を言葉でうまく伝えられない乳児及び幼

児同士において「かみつき」や「けんか」が発生することがあります。しかし、「園

児自身は、相手に故意にけがを負わせた」のではなく、未然に防ぐことのできなか

った「園の責任」と考え、相手の園児名はお知らせしないこととしています。 

（２） 「事故・けが」について、園を離れた場で、保護者の方同士のトラブルで発生する

可能性（謝罪の有無、個人的な慰謝料等）もあるため、「保育園側での解決」の対応

をさせていただきますのでご理解、ご了承をお願いいたします。 

 

３ 連携医院 

小児科： 青葉こどもクリニック 

    住所： 袋井市高尾 1780 

    電話： 0538‐41‐0852 

 

歯科医院： すずき歯科医院  

    住所： 袋井市高尾 1780 

    電話： 0538‐42‐8400 

 

・小児科年２回・歯科年１回の健康診断を実施致します。 

・欠席したときは保育園から用紙をお渡ししますのでその用紙を持参して連携医院

へ行って診察を受けてください。 

・その場合の費用は掛かりません。 

 

資料③ 緊急連絡先通報系統図 

１ 緊急連絡通報発動の事例 

（１） 児童の事故 

（２） 食中毒・感染症 

（３） 不審者侵入 

（４） 自然災害（台風当の注意報・警報発令・被害箇所の応急対応策等） 

（５） 非常災害 

（６） 虐待等、その他児童の危機に関すること 

 

 

 



２ 通報の手順 

【発生】 報告 ⇒ ふくろい駅前キラット保育園 公式ライン 

【通報】 施設・児童の状況及び対処（処置）の方法等 

※新型インフルエンザ等感染症の集団発生の場合 ➡ すぐに保健所へ連絡 

※虐待等、その他児童の危機に関すること ➡ 県西部児童相談所 

   磐田市見付 3599-4 TEL0538-37-2810 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中央交番42-3700

袋井消防署42-0119

公共機関

(0538-31-2961）

（0538-42-8400）

綜合警備（アルソック）

　　　（自動通報）

設置者

どまんなか袋井

まちづくり会社

担当 園長

保護者 袋井市役所 保育園

教育保育課

（0538-86-3330）

ふくろい駅前キラット保育園

(0538-31-2911）

袋井市教育委員会　　教育保育課

(０５３８)－８６－３３３０

警察署(110)

消防署(119)

保健所

（0538-37-2243）

医療機関(提携医等)

青葉こどもクリニック

(0538-41-0852）

すずき歯科医院

⇓

↓↓

課長

関係児童

・

各園連絡網



資料④ 苦情に関すること  

ふくろい駅前キラット保育園では、利用の安全と権利を保護し、サービスの向上を目指

して、当園が行う諸活動に被るリスクを明らかに、予防し、損害を最小限にとどめるべく

リスクマネジメント対応の検討を開始する。主に苦情、事故、ヒヤリハットを３大リスク

ととらえ、園全体で検討を重ね取り組んでまいります。 

当園でも子ども、保護者に関わることの３つのリスク対応に積極的に取り組み、予防、

防止の処理を行うことで、安心かつ安全にご利用いただく機会を保障いたします。 

 

１ 苦情対応に関すること 

 保護者・地域の方・職員等からの要望、意見、不満を広く「苦情」と捉え、申立者の要望 

に迅速かつ適切に対応し、業務改善・サービス改善につなげます。園には、苦情受付担当 

者を配置し、苦情受付、苦情対応等の、体制の明確化を行います。 

 

苦情受付担当：園長 森下 雅子 

受付時間  ：午前９時 00分～午後１7時 00分 

電話番号  ：0538‐31‐2911 

F A X     ：0538‐31‐2912      

 

２ 事故対応に関すること 

 起きてしまった怪我、事故について、被害拡大を防止すべく迅速な対応と是正処置を行い 

ます。子ども達の成長過程において、怪我・事故は避けられないものではあるが子ども達・ 

保護者にとって安心した生活環境を整えるため、怪我・事故に対しそれぞれ原因を追究す 

ることで、日々のサービス提供のあり方を検討します。 

         

３ ヒヤリハットに関すること 

 通常業務において、職員が「ヒヤリ」・「ハッ」とした事項には、大きな危険・被害・損害 

の可能性が潜んでいるため、職員の危機感受度を高め、予防措置を行うことで、未然に事 

故を防ぐことができるよう、対応を行います。職員の意識付けに加え、他職員への予防効 

果にも期待することとなります。 


